
就労準備支援事業
その他就労準備支援

居住支援事業
（シェルター事業）
その他緊急支援

居住支援事業
（地域居住支援事業）
その他地域居住支援

家計改善支援事業
その他家計改善支援

子どもの学習・生活支援事業
その他子どもの学習・生活支
援

・中学生に対する学習支援を週１回実施（区内4か所及びオンライ
ン）
・学習支援と併せて、居場所の提供を週１回実施するとともに、社
会性向上等を目的とした、季節的行事等を複数回実施
・高校中退防止を目的とする、高校生の学習支援及び生活相談支援
・高校未進学者や中退者等に対する学びなおし支援
・不登校等の特性を持つ中学生に対する早期支援（学習・居場所）

生活困窮者に対する各種支援の実施状況
自治体名 大田区

相談窓口
大田区生活再建・就労サポートセンター

JOBOTA

連絡先
蒲田生活福祉課　自立支援促進担当

03(6715)7015

・相談者の生活課題把握、本人の意向に沿ったプラン作成、詳細支
援プログラム作成
・パソコン教室、ペン字、おおたさんぽ、リラックス・ワーク、
キャリアカウンセリング、就労体験、五行日記、ほか個別プログラ
ム実施
・個別面談を通じ、支援期間中の活動ふりかえり、意欲喚起を実施
・ハローワーク、若者サポートステーション、ソーシャルファーム
事業所等職場見学、障害者就労支援事業所等の見学同行
・家族支援。通院同行。

・社会福祉協議会の食糧支援等を活用し、緊急時の食糧支援
・都区で共同実施している自立支援センターの、入所決定事務
・福祉事務所閉庁時の来所者で、宿泊する場所がない者に対する支
援

・本人と作成した家計改善プランに基づき、毎月の収支や貯蓄状況
の確認。自主的な家計管理の意識づけの支援。相談時家計表作成
・地域包括支援センター等と定期的に自宅訪問し、家計実態の把握
・精神保健福祉士等と連携し生活背景のアセスメント。滞納や債務
の解消に向け法律相談等への同席。自治体各部署への相談同行
・特例貸付に伴う償還猶予意見書作成。小口貸付のあっせん。

・自立支援センターを退所者への定期訪問等、継続的な相談支援


